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地域での支援体制（イメージ図） ・地域での支援体制（イメージ図）
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第３次函館市地域福祉計画 第４次函館市地域福祉計画（案）

Ⅰ 計画策定の趣旨等 Ⅰ 計画策定の趣旨等

１ 計画策定の背景と趣旨 １ 計画策定の背景と趣旨

少子高齢化や核家族化の進行，地域で相互に支え合う意識や連帯感の希 少子高齢・人口減少社会という大きな課題に直面するなか，地域で相互

薄化，さらには，生活の質や豊かさを重視する志向の高まりなど，地域社 に支え合う意識や連帯感の希薄化が進み，またインターネット等の普及に

会を取り巻く環境が大きく変化してきています。 より生活環境が大きく変化し，価値観の多様化によって世代間に意識の違

また，引きこもりや支援拒否などによる社会からの孤立，虐待，暴力な いが広がるなど，地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。

どの社会問題が増加してきているなかで，これまでの公的な福祉サービス さらに，引きこもりや支援拒否などによる社会からの孤立，虐待，暴力

だけでは十分に対応することができない課題，例えば，公的な制度の対象 などの社会問題や，近年問題が表面化してきた，ダブルケア（育児と介護

としてはふさわしくないニーズや制度の谷間にある人への支援，あるいは が同時進行している状態など），８０５０（８０代の親と引きこもる５０

個々の制度だけでは不十分となるケースヘの対応などの課題が生じてきて 代の子どもの経済的，精神的な問題）のような複合化・複雑化した課題を

います。 抱えている世帯が顕在化するなど，各分野ごとの相談体制では対応が困難

このため，行政に加えて，住民や地域が主体的に活動し，三者が問題意 な，様々な地域生活課題(※ 1)が生じています。

識を共有しながら連携することによって，誰もが住み慣れた地域で安全・ こうした課題の解決に向けては，地域住民一人ひとりが自らの課題とし

安心に暮らすことができる「共に支え合う社会」を構築することが求めら て捉えながら様々な地域資源を活用し，「支え手」「受け手」という関係を

れています。 超えて主体的に活動することがこれまで以上に求められています。

本市においても，行政・地域住民等（※2）が問題意識を共有しながら連

携を図ることで，誰もが住み慣れた地域で安全・安心に暮らすことができ

る「共に支え合う社会」の構築をさらに進めていくため，今回，第４次函

館市地域福祉計画を策定しました。

※1 地域生活課題とは

福祉サービスを必要とする地域住民およびその世帯が抱える福祉，

介護，介護予防（要介護状態もしくは要支援状態になることの予防ま

たは要介護状態もしくは要支援状態の軽減もしくは悪化の防止をい

う。），保健医療，住まい，就労および教育に関する課題，福祉サービ

スを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービス

を必要とする地域住民が日常生活を営み，あらゆる分野の活動に参加

する機会が確保されるうえでの各般の課題。

※2 地域住民等とは

社会福祉法第４条では，地域福祉を推進する主体として「地域住民，
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社会福祉を目的とする事業を経営する者および社会福祉に関する活動

を行う者」が定義されています。

【地域住民等の具体的な例】

・地域住民

・当事者団体

・町会・自治会・地縁型組織等

・一般企業，商店街等

・民生委員・児童委員，在宅福祉委員等

・ボランティア，ボランティア団体

・特定非営利活動法人（NPO），住民参加型在宅サービス団体等

・農業協同組合，消費生活協同組合等

・社会福祉法人，社会福祉協議会等

・保健・医療・福祉の専門職等

・福祉関連民間事業者（シルバーサービス事業者等）

・その他諸団体

２ 社会福祉法の改正について

改正された社会福祉法（平成３０年４月１日施行）では，第４条第２項

で，地域住民等は，地域に暮らす人々が抱えている様々な地域生活課題を

本人のみならず世帯全体に着目して把握するとともに，支援関係機関と連

携し解決を図るよう特に留意する旨規定されました。

また，市町村については，第６条第２項でこれらの課題の解決を図るこ

とを促進する施策，その他地域福祉の推進のための必要な各般の措置を講

ずるよう努めることとされています。

具体的な市町村の責務として，第１０６条の３第１項で

①地域住民等が主体的に地域生活課題の解決を試みることができる環境

整備

②地域生活課題を包括的に受け止める体制の整備

③多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築

を通じて，包括的な支援体制を整備する旨の努力義務が規定され，地域

の力と公的な支援体制とがあいまって，地域生活課題の解決に向け体制整

備を行っていくこととされたところです。
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２ 地域福祉とは何か ３ 地域福祉とは何か

地域福祉とは，地域住民や社会福祉法人，ボランティア，事業者などが 今回調査した「地域福祉に関する意識調査」の結果では，住民の多くが

相互に協力して，福祉サービスを必要とする人も必要としない人も，同じ 自分たちが暮らしている地域には，様々な地域生活課題があると回答して

地域社会の一員として日常生活を営み，自分の意思で様々な社会活動に参 います。

加できるような社会を創り上げていくことです。 これらの課題を少しでも解決し，安心・安全に暮らすためには，まず私

地域福祉を進めていくためには，すべての市民が福祉に対する理解を深め， たち自身が地域社会の中で，大なり小なりお互いに支えあい，繋がりを持

地域での各種活動に積極的に参加するとともに，地域で活動する団体，事 って生活していることを認識する必要があります。

業者などと様々な情報を共有するなどにより，住民・地域・行政が相互に 地域福祉とは，地域に暮らす人たちが自らの意思で結びつきを強め，社

連携・協力していくことが大切です。 会的孤立や排除をなくし，誰もが平等で，お互いの個性や特性を認め合い

ながら，様々な地域生活課題の解決に向けた取組みを継続して行うことで

す。

３ 計画の位置付け ４ 計画の位置付け

公的な福祉サービスだけでは十分に対応することができない課題を解決 本計画は社会福祉法第１０７条に規定されている，「市町村地域福祉計

するためには，地域福祉という考え方を共有し，地域における支え合いの 画」に位置付けされるものです。

仕組みとして取り組んでいく必要があります。 地域福祉の理念の普及に努めるため，平成１６年度に函館市地域福祉計

地域におけるこれらの課題は，誰にも起こり得るものであり，住民の間 画を策定し，より具体的に取り組むため，平成２０年度には第２次，平成

でそれを共有し，解決に向かうような仕組みをつくっていくことは，地域 ２５年度には第３次の函館市地域福祉計画を策定し，地域福祉コーディネ

の人々が安全・安心に暮らせることにつながっていくものと考えます。 ーターの配置やモデル地区の指定により様々な取組みを実践したほか，各

本市においては，そのような仕組みづくりをめざし，平成16年度に地域福 地域で地域住民等との福祉懇談会を開催し意見交換しながら地域福祉の理

祉計画を策定し，地域福祉の理念の普及に努めるとともに，地域福祉につ 念の普及に努めてきましたが，今回，地域福祉のさらなる推進を図るため，

いてより具体的に取り組むため，平成 20年度には第２次函館市地域福祉計 第４次函館市地域福祉計画を策定するものです。

画を策定しました。 また，今回の地域福祉計画は，「成年後見制度の利用の促進に関する法

第２次計画では，地域福祉コーディネーターの配置やモデル地区の指定 律」第２３条に基づく，市町村における「成年後見制度の利用の促進に関

により，様々な取組みを実践してきましたが，地域福祉のさらなる展開を する施策についての基本的な計画」（成年後見制度利用促進基本計画）も

図るため，第３次函館市地域福祉計画を策定しました。 包含したものとなっています。

４ 計画の期間 ５ 計画の期間

計画の期間は，平成２６年度から平成３０年度までの５か年とします。 地域福祉の理念については，今後も変わることなく将来へ繋げていくべ

きものですが，地域全体に浸透させるには多くの時間が必要です。

そのため，今回の計画については，２０１９年度から２０２８年度まで

の１０か年とし，社会情勢の変化や前期の事業の進捗状況を踏まえ，中間

年に見直すこととします。
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Ⅱ 地域福祉計画と他施策との関係 Ⅱ 地域福祉計画と他施策との関係

１ 福祉のまちづくり条例との関係 １ 福祉のまちづくり条例との関係

福祉のまちづくり条例では，その目的を「すべての市民が安心して日常 福祉のまちづくり条例では，その目的を「すべての市民が安心して日常

生活を営み，自らの意思で自由に行動し，真に豊かで，ゆとりと生きがい 生活を営み，自らの意思で自由に行動し，真に豊かで，ゆとりと生きがい

のある地域社会を築き上げていくため，あらゆる分野において障壁のない のある地域社会を築き上げていくため，あらゆる分野において障壁のない

まちづくりに取り組んでいかなくてはならない」とし，市，事業者および まちづくりに取り組んでいかなくてはならない」とし，市，事業者および

市民は，この目的に向かって，連携・協力しながら取り組むこととしてい 市民は，この目的に向かって，連携・協力しながら取り組むこととしてい

ます。 ます。

したがって，福祉のまちづくり条例の目的を達成するためには，個人の したがって，福祉のまちづくり条例の目的を達成するためには，個人の

特性や多様性を認め合い，住民が相互に支えあい，連携し合うことのでき 特性や多様性を認め合い，住民が相互に支えあい，連携し合うことのでき

るシステムづくりが不可欠ですが，この取り組みこそ，地域福祉の推進そ る仕組みづくりが不可欠ですが，この取り組みこそ，地域福祉の推進その

のものであることから，地域福祉計画と福祉のまちづくり条例がめざす姿 ものであることから，地域福祉計画と福祉のまちづくり条例がめざす姿は

は同じものです。 同じものです。

２ 既存計画との関係 ２ 既存計画等との関係

本市においては，これまでも，福祉のまちづくり条例の目的を具現化す 本市の計画では，上位計画として函館市総合計画がありますが，その他

るために，個別計画として高齢者や障がい者，子育て支援，健康づくり関 に個別計画として高齢者や障がい者福祉，子ども・子育て支援，健康づく

する計画をそれぞれ策定し，目標量の設定やサービス提供体制の整備等図 りに関する計画，さらに自殺防止対策に関する計画を策定し，目標量の設

るとともに，ボランティア活動などへ積極的な参加を促進してきました。 定やサービス提供体制の整備等を図るとともに地域の支えあいを推進して

地域福祉計画は，こうした住民参加の取組みに加え，公的な福祉サービス きました。

だけでは十分に対応することができない課題に住民・地域・行政が地域福 地域福祉計画は，これらの個別計画を内包する上位計画として位置付け

祉の理念を共有しながら協働して取り組み，共に支え合う社会をつくるた られますが，数量的な目標等については個別計画で進捗管理することとし，

めに，地域福祉に係る支援体制や意識づくりなどに関する方策をまとめた 個別計画では網羅できない課題への対応や包括的に取り組むべき方策につ

ものです。 いてまとめたものです。

また，地域福祉計画の推進にあたっては，函館市社会福祉協議会が策定

する地域福祉実践計画との連携が不可欠となります。

地域福祉実践計画は，函館市社会福祉協議会が地域住民やボランティア

団体等との連携・協働により，地域福祉の担い手として主体的に行動する

活動計画となっており，地域福祉計画の理念や仕組みの実現を支援する施

策を盛り込むなど，地域福祉計画と連携を図り策定されます。
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○地域福祉計画と既存計画等の計画期間

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

基本構想

実施計画

自殺対策行動計画

障がい者福祉計画

子ども・子育て支援計画

健康はこだて２１

総合計画

項 目

地域福祉計画

地域福祉実践計画

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

障がい者基本計画

中間年に見直し
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函館市地域福祉計画

函館市障がい者基本計画

函館市障がい福祉計画

函館市高齢者保健福祉計画

函館市介護保険事業計画

函館市子ども・子育て支援事業計画

健康はこだて２１

函館市自殺対策行動計画

基

本

理

念

・
基

本

目

標

函館市福祉のまちづくり条例

数値的な目標設定

サービス提供体制の整備

サービスの計画的な実施

引きこもりや発達障がいへ等

の理解不足による偏見・差別

公的なサービスの谷間

にある人への支援

個々の制度だけでは不十

分となるケースへの対応

公的な制度の対象としては

相応しくないニーズ

健康づくりの目標設定

健康づくりを推進するた

めの環境整備

年代に応じた健康づくり

の推進

函館市総合計画

子どもから高齢者まで，また，性別や障がいの有無にかかわらず，誰もが生涯にわたって活躍し，健康で安心して暮らせる地域社会の構築

すべての市民が安心して日常生活を営み，自らの意思で自由に行動し，広く社会参加をする機会を等しく有するためには，

多様な個性を受け入れ，個人の自由な活動を支えあう温かい心をはぐくむことをはじめ，あらゆる分野において障壁のないま

ちづくりに取り組んでいかなくてはならない

地
域
福
祉
実
践
計
画

《

社
会
福
祉
協
議
会

》

連 携
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第３次函館市地域福祉計画 第４次函館市地域福祉計画（案）

Ⅳ 地域福祉計画の考え方 Ⅳ 地域福祉計画の基本理念および基本目標等

１ 地域福祉の基本理念 １ 地域福祉計画の基本理念

本市では，これまでの地域福祉計画において，国が策定指針で示した地 本市では，これまで国が策定指針で示してきた（１）住民参加，（２）

域福祉の４つの理念を基本理念としてきましたが，これらは，地域福祉を 共に生きる社会づくり，（３）男女共同参画，（４）福祉文化の創造の４つ

進めるうえでの包括的な理念であることから，第３次計画においても，こ の理念を基本理念として掲げ，地域福祉の推進を図ってきました。

れを基本理念とします。 今回，これらの視点を大切にしながら，さらに社会的孤立や排除をなく

し，誰もが役割を持ち，お互いに支えあうことができる「地域共生社会」

（１）住民参加 の重要性が国から示されましたが，この「地域共生社会」の実現のために

障がいの有無，年齢，性別など，人間にはそれぞれ異なった個性や特性 は，行政を始め地域で暮らし活動している地域住民等が今まで以上に連携

がありますが，こうした特性を越え，すべての市民に地域社会の一員とし ・協働し，地域生活課題を「我が事」として捉え，「丸ごと」受け止めな

てあらゆる分野の活動に参加できる機会が平等に保証されなければなりま がら解決に向け努力することが重要となります。

せん。 そのため，今回の地域福祉計画における基本理念は，これまで掲げてい

そして，このような社会は，福祉サービスを必要とする人にも必要とし た４つの理念を踏まえ，さらに「地域共生社会」実現に向けた取組みを進

ない人にも等しく望ましい社会であるという意識を共有しなければ達成で めるため，誰もがわかりやすい表現に改めました。

きるものではありません。

したがって，このような意識を共有し，地域福祉を推進していくために

は，計画の策定段階から具体の取組みに至る様々な場面において，住民の ・基本理念 「 」

主体的な参加を進めていくことが必要です。

上記基本理念の趣旨を踏まえ，地域住民等に対し前向きで積極的な行動

（２）共に生きる社会づくり を促すような新たな基本理念を下記の【キーワード】を参考に協議。

地域福祉を推進するうえでは，人間の持つ多様性をお互いに認め合い，

地域社会への参加を促しながら，地域で共に生きる住民相互が連携し心の 【キーワード】

つながりを育むことが必要です。 ・共に歩む

また，福祉サービスの利用にあたっては，利用者個人の尊厳や基本的人 ・共に支え合う

権が尊重されるよう，地域全体で擁護できる仕組みづくりを進めることが ・共に生きる

必要です。 ・誰もが主役

・地域共生社会

（３）男女共同参画 ・福祉文化の創造

男性も女性も共に，日々の暮らしのなかで地域の課題に目を向け，社会 ・住民参加

の対等な構成員として，これらの課題解決に向けた意志決定や諸活動に参 ・男女共同参画

画していくことが必要であり，地域福祉を推進するための諸活動は，男女 ・平等・安心・安全

共同参画の視点で展開されることが大切です。 ・人とのつながり など

（４）福祉文化の創造

地域住民が，自らの生活基盤である地域社会における課題を自らの問題

として認識し，それに対応する福祉サービスの提供に主体的に関わること
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が重要であり，また，福祉サービスを提供する事業者も自らのサービス提

供のあり方に常に目を向け，利用者の立場に立って検証する必要がありま

す。

このような活動の積み重ねが，それぞれの地域における個性ある福祉，

すなわち福祉文化を創造していくことにつながります。

２ 計画の基本的方策 ２ 地域福祉計画の基本目標

この計画は，地域福祉の基本理念を踏まえ，さらには，地域福祉懇談会 第４次の計画では，この基本理念実現のため，地域福祉懇談会や意識調

や意識調査等で把握した市の実情を勘案しながら，本市として地域福祉を 査の結果から把握した市の実情を勘案し，３つの基本目標を定め，それぞ

進めるために必要な取組みを６項目にまとめ，これらを課題解決に向けた れの目標を達成するための方策を推進することとします。

基本的方策として位置付け，住民・地域・行政の取組み目標を掲げるとと

もに，それぞれが連携・協力しながら地域福祉を推進します。 ○基本目標１ 「人と人がつながる地域づくり」

（１）地域での支援体制の構築 地域生活課題の解決には，それらの課題の早期発見が大切になりますが，

（２）住民参加・人材育成の促進 そのためには地域社会で暮らす私たちそれぞれが，地域および地域で暮ら

（３）活動団体の連携体制の整備 す人たちのことを良く知らなければなりません。

（４）情報の共有化の促進

（５）地域資源の活用 ○基本目標２ 「安心して暮らせる地域づくり」

（６）共に支え合う意識づくり

住民が地域社会で安心・安全に暮らすためには，地域にある様々な課題

を私たち自らの課題として認識し，地域であるいは地域から支援関係機関

につなぎ解決に向け取り組むための仕組みづくりが重要です。

○基本目標３ 「誰もが参加できる地域づくり」

現在の地域社会では，様々な地域活動が行われていますが，それらの活

動が今後も効果的に行われるためには，子どもから高齢者まで様々な世代

が参加・協力できるような仕組みづくりが必要です。

また，このような地域活動を持続させるためには，地域活動における中

心的な役割を担える新たな人材を発掘・育成することも重要です。
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【推進の方向性】
　■活動団体同士の交流，意見交換の機会の設定
　■プライバシーや個人情報の取扱いに関する正しい知識の普及・啓発

【推進の方向性】
　■地域におけるマンパワーの掘り起こし
　■コミュニティ（地域社会）の構築や福祉課題の解決策， ■社会資源としての企業との連携

 意識づくりの啓発にデザインの要素の活用
　■福祉施設が持つ情報や施設職員が持つ専門的知識の 　

　

【推進の方向性】
　■地域住民が主体となって活動するという意識づくり ■地域活動に関する研修等への参加の促進
　■地域活動に係る相談体制の充実 ■地域住民や活動団体との定期的な意見交換の
　■心のバリアフリーの推進 　 機会の確保

　

男性も女性も共に，日々の暮らしのなかで地域の課題に目を向け，社会の対等な構成
員として，それらの課題解決に向けた意思決定や諸活動に参画していく
ことが必要

地域住民が，自らの生活基盤である地域社会の課題を自らの問題として認識し，福祉
サービスの提供に主体的に関わることが重要であり，福祉サービスを提供する事業者
も自らのサービスを利用者の立場に立って検証することが必要

３　男女共同参画

 ④　情報の共有化の促進

 ⑤　地域資源の活用

 ⑥　共に支え合う意識づくり

■地域包括支援センターの機能の拡充

 活用

４　福祉文化の創造

【推進の方向性】
　■日常的な近所付き合いの再構築 ■定年退職後の地域活動への参加の促進
　■信頼できる人間関係の構築 ■公的な福祉サービスを補完する多様な地域活動の推進
　■情報の共有化による多方面からの支援体制の構築 ■お年寄り等の孤立化の防止
　■若い世代や働き盛りの世代が参加しやすい地域活動

 の設定

【推進の方向性】
　■地域における活動の核となる人材の育成や掘り起こし ■地域活動に係る相談体制の充実
　■知識や技術，経験を生かしながら活動に参加できる ■公的な福祉サービスを補完する多様な地域活動の推進 
     仕組みの構築 ■住民参加の機会の拡大
　■ボランティアなど地域活動の体験や研修等の機会の

 提供

【推進の方向性】
　■活動団体同士の交流，意見交換の機会の設定 ■企業を含むさまざまな団体が連携・協働して活動する
　■活動団体が個々に持つ情報の共有や専門的な 　 機会の創出

 ノウハウを活用した連携 ■住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供
　 される地域包括ケアシステムの構築

 ①　地域での支援体制の構築

 ②　住民参加・人材育成の促進

 ③　活動団体の連携体制の整備

２　共に生きる社会づくり

人間の持つ多様性を互いに認め合い，地域社会への参加を促しながら，地域で共に
生きる住民相互が連携し心のつながりを育むことが必要

障がいの有無，年齢，性別などを超えて，すべての市民に地域社会の一員として
あらゆる分野の活動に参加できる機会が平等に保障されることが必要

１　住　民　参　加

地 域 福 祉 の 基 本 理 念 （14ページ）

国の策定指針において，地域福祉の理念として掲げられているもの

計 画 の 基 本 的 方 策 （18ページ～29ページ）

基本理念を踏まえ，市として取り組むもの

基
本
理
念

地
域
み
ん
な
で
支
え
あ
い
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も
が
主
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づ
く
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基本目標２：安心して暮らせる地域づくり 基本施策４：制度の狭間の課題への対応

基本施策５：権利擁護に対する支援

基本施策６：適切なサービスの提供

基本施策７：生活困窮世帯への支援

基本施策８：自殺防止のための対策

基本目標１：人と人がつながる地域づくり

基本施策２：地域資源の活用

基本施策１：地域住民等が集う拠点の整備

基本施策３：支援関係機関の連携

基本目標３：誰もが参加できる地域づくり

基本施策11：積極的な情報発信

基本施策９：地域福祉に対する意識の醸成

基本施策10：新たな人材の養成

KAORI
スタンプ


